
様式 38の３ 

外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出書添付書類 

 

１．届出に係る外来後発医薬品使用体制加算の区分（いずれかに○を付す） 

 （ ） 外来後発医薬品使用体制加算１ 

（カットオフ値（「３．」の④）50％以上かつ後発医薬品の割合（「３．」の⑤）90％以上） 

 （ ） 外来後発医薬品使用体制加算２ 

（カットオフ値（「３．」の④）50％以上かつ後発医薬品の割合（「３．」の⑤）85％以上90％未満） 

 （ ） 外来後発医薬品使用体制加算３ 

（カットオフ値（「３．」の④）50％以上かつ後発医薬品の割合（「３．」の⑤）75％以上85％未満） 

 

２．後発医薬品の使用を促進するための体制の整備 

後発医薬品の品質、

安全性、安定供給体

制等の情報を入手・

評価する手順  

 

３．医薬品の使用状況（  年  月  日時点） 

全医薬品の規格単位数量及び後発医薬品の規格単位数量並びにその割合 

期間 
（届出時の直近３か月：

１か月ごと及び３か月

間の合計） 

 年 月 年 月 年 月 

年 月 

～ 年 月 

（直近３ヶ月間の

合計） 

全医薬品の規格単

位数量（①） 

    

後発医薬品あり先

発医薬品及び後発

医薬品の規格単位

数量 

（②） 

    

後発医薬品の規格

単位数量（③） 

    

カットオフ値の割

合(④) 

（②／①）（％） 

    

後発医薬品の割合

(⑤) 

（③／②）（％） 

    

Oota
タイプライター
品質、安全性は「オレンジブック総合版ホームページ」等を参考にして、

供給体制等はＭＲ、ＭＳに確認したうえで、

後発医薬品メーカーのホームページ等を参考にして、

院内後発品採用検討委員会で採用を決定する。

Owner
長方形

Owner
タイプライター
レセコンで簡単に対応できる場合があります。

各レセコンメーカーにお問い合わせ下さい。

Oota
テキストボックス
医薬品供給状況に鑑み、臨時的な取り扱いとして、以下の薬剤について、

算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。

当該取扱いについては、令和６年４月診療分から適用することとし、

令和６年９月 30 日を終期とする。

ただし、カットオフ値については従前通り算出する。



歯科における対象薬剤：

アジスロマイシン水和物 (ジスロマック）100ｍｇ、250ｍｇ、500ｍｇ

Oota
楕円形

Oota
楕円形

Oota
楕円形



 

４．医薬品の供給が不足した場合に適切に対応する体制の有無（どちらかに○） 

 有  無 

 

［記載上の注意］ 

１ 後発医薬品の採用について検討を行う委員会等の名称、目的、構成員の職種・

氏名等、検討する内容、開催回数等を記載した概要を添付すること。 

２ 規格単位数量とは、使用薬剤の薬価（薬価基準）別表に規定する規格単位ご

とに数えた数量のことをいう。 

３ 後発医薬品の規格単位数量の割合を計算するに当たっては、「「診療報酬にお

ける加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和６年３月５日保医

発 0305第２号）を参照すること。 

４ ４．の「医薬品の供給が不足した場合に適切に対応する体制」とは、医薬品

の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができ

る体制のことをいう。 

Oota
楕円形

Oota
タイプライター
こちらにマルをする必要あり

Oota
矢印

Oota
タイプライター
添付書類を忘れないように

Oota
線

Oota
線

Oota
矢印


